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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一
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」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
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設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
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❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）
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童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県（指
定都市を含む）に設置が義務づけられており，政令指定都市にも
設置できる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，医師な
どの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県（指
定都市を含む）に設置が義務づけられており，政令指定都市にも
設置できる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，医師な
どの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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相

　
　談

家
庭
訪
問（
面
接
）

行動診断
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）

総
合
診
断

施設入所
家庭での生活ができ
ない場合に児童養護
施設等に入所

家庭での生活ができ
ない場合に里親委託

里親

必要に応じて地域の子ども・
子育て支援を利用

家庭

総
合
的
見
地
か
ら
援
助
方
針
を

立
て
る（
援
助
方
針
会
議
）一時保護による

子どもの状況の
把握

医師による診
察や検査によ
る診断

医学診断調
査

（
情
報
収
集
等
）

虐
待
等
の
通
告

児童心理司によ
る心理検査等に
よる相談

心理診断
児童福祉司に
よる社会調査

社会診断

専門的な相談・診断等
児童相談所

子どもに関係する
学校・施設・関係
機関

家族・子ども

近隣
（東京都港区「広報みなと2021年4月1日　港区子ども家庭総合支援センター開設特集号」をもとに作成）

相

　
　談

家
庭
訪
問（
面
接
）

行動診断
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5．その他の制度
　各地域には，厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員
として，民

みん
生
せい
委
い
員
いん
，児

じ
童
どう
委
い
員
いん
が
❶
いる。地域住民である市民と同じ

立場で相談に応じ，必要であれば福祉制度や子育て支援サービス
を受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たす資料10。
　また，さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを，自分の
家庭に迎

むか
え入れ，温かい愛情と正しい理解をもって養育する里

さと
親
おや

制
せい
度
ど
もある。里親はその子どもの特性や里親の希望により，養育

里親，専門里親，養子縁組里親，親族里親の4つの種類に分かれ
ている資料11。

❶民生委員は児童委員を兼ねており，民生児童委員と
呼ばれることもある。

まとめ

❷児童福祉の理念と法規・制度

章

子
ど
も
の
福
祉

民生委員の活動の様子─・資料10

里親制度─・資料11

島根県海
あ
士
ま
町では，民生児童委員が保育所の園外保育

の見守りを行うなど，さまざまな活動を行っている。

●養育里親
18歳未満の子どもを，自宅に戻るまでの間，
養育する。期間は短期から長期まで。

●専門里親
虐待された子どもや非行などの問題のある子
ども，障がい児など，専門的なケアを必要と
する児童を養育する。

●養子縁組里親
養子縁組をすることが前提で，養子縁組が決
まるまでの間，養育する。

●親族里親
３親等以内の親族の子
どもの親の死亡や病気，
このほかさまざまな理
由で養育できない場合
に養育する。

●.子どもの福祉を保障する法律や制度，施設などに
ついて，興味をもったものを詳しく調べ，わかりや
すくまとめてみよう。

子どもの福祉の現状と課題に
ついて，あなたが気になること
をまとめてみよう。

ふり返ろう 深めよう

子どもの貧困
　日本においても子どもの貧困という問題が社会的に広く知られる
ようになってきた。貧困は子どもの心身の発達に影響を与え，児童
期以降の学力や健康にも影響すると考えられている。このような状
況を改善するために，2014年に「子どもの貧困対策の推進に関す
る法律」が施行された（2019年改正）。第2条には，以下の基本
理念が掲げられている。
　「子どもの貧困対策は，子ども等に
対する教育の支援，生活の安定に資す
るための支援，職業生活の安定と向上
に資するための就労の支援，経済的支
援等の施策を，子どもの現在及び将来
がその生まれ育った環境によって左右
されることのない社会を実現すること
を旨として，子ども等の生活及び取り
巻く環境の状況に応じて包括的かつ早
期に講ずることにより，推進されなけ
ればならない。」 子どもの貧困対策の一環で政府が推進する

「こどもの未来応援国民運動」のポスター
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5．その他の制度
　各地域には，厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員
として，民

みん
生
せい
委
い
員
いん
，児

じ
童
どう
委
い
員
いん
が
❶
いる。地域住民である市民と同じ

立場で相談に応じ，必要であれば福祉制度や子育て支援サービス
を受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たす資料10。
　また，さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを，自分の
家庭に迎

むか
え入れ，温かい愛情と正しい理解をもって養育する里

さと
親
おや

制
せい
度
ど
もある。里親はその子どもの特性や里親の希望により，養育

里親，専門里親，養子縁組里親，親族里親の4つの種類に分かれ
ている資料11。

❶民生委員は児童委員を兼ねており，民生児童委員と
呼ばれることもある。

まとめ

❷児童福祉の理念と法規・制度

章

子
ど
も
の
福
祉

民生委員の活動の様子─・資料10

里親制度─・資料11

島根県海
あ
士
ま
町では，民生児童委員が保育所の園外保育

の見守りを行うなど，さまざまな活動を行っている。

●養育里親
18歳未満の子どもを，自宅に戻るまでの間，
養育する。期間は短期から長期まで。

●専門里親
虐待された子どもや非行などの問題のある子
ども，障がい児など，専門的なケアを必要と
する児童を養育する。

●養子縁組里親
養子縁組をすることが前提で，養子縁組が決
まるまでの間，養育する。

●親族里親
３親等以内の親族の子
どもの親の死亡や病気，
このほかさまざまな理
由で養育できない場合
に養育する。

●.子どもの福祉を保障する法律や制度，施設などに
ついて，興味をもったものを詳しく調べ，わかりや
すくまとめてみよう。

子どもの福祉の現状と課題に
ついて，あなたが気になること
をまとめてみよう。

ふり返ろう 深めよう

子どもの貧困
　日本においても子どもの貧困という問題が社会的に広く知られる
ようになってきた。貧困は子どもの心身の発達に影響を与え，児童
期以降の学力や健康にも影響すると考えられている。このような状
況を改善するために，2014年に「子どもの貧困対策の推進に関す
る法律」が施行された（2019年改正）。第2条には，以下の基本
理念が掲げられている。
　「子どもの貧困対策は，子ども等に
対する教育の支援，生活の安定に資す
るための支援，職業生活の安定と向上
に資するための就労の支援，経済的支
援等の施策を，子どもの現在及び将来
がその生まれ育った環境によって左右
されることのない社会を実現すること
を旨として，子ども等の生活及び取り
巻く環境の状況に応じて包括的かつ早
期に講ずることにより，推進されなけ
ればならない。」 子どもの貧困対策の一環で政府が推進する

「子供の未来応援国民運動」のポスター
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2  子どもの文化の現状
　子どもを取り巻くさまざまな社会環境の変化は，子どもの生活
や文化にも影響を与えている。たとえば，少子化やきょうだい数
の減少は，子どもが集団で過ごす機会を少なくしている。少子化
に加えて，子どもをターゲットにした犯罪が目立ち，子どもだけ
で過ごすことに大人が不安を抱いたり，子どもの安全に配

はい
慮
りょ
する

ために子どもの行動範
はん
囲
い
を管理する傾向が強くなっている。また，

子どもを含
ふく
めた生活全般が，消費を中心とした生活様式に変化す

ることによって，「モノ」はつくるより，買い与えられ，消費さ
れるようになった。
　インターネットを介した高度情報化社会のなかで，子どもたち
は極めて幼い頃から，日々大量の情報にさらされている。このこ
とは，家族や友達といった限られた人とのかかわりを広げる可能
性をもつ反面，ネット上で不特定多数の人とつながるため，利用
のしかたによっては犯罪に巻き込まれるなどの危険もともなう。
子どもが自分で考え，情報を読み取る力（メディアリテラシー）
を身につけていけるように，保育者や保護者が支援していくこと
が必要である。
　情報化社会は，子どもにとって直接的でリアルな体験をする機
会を減少させ，間接的でバーチャルなかかわりを増やす結果となっ
た。さらに，核家族化や都市化が進むなかで，子どもの居場所で
あった地域や，地域の一員として参加する行事などは衰退し，地
域のなかでの子どもの役割や居場所が少なくなっている。

動画

❶子どもの文化の意義

章

子
ど
も
の
文
化

右のQRコードを読み込むと，保育施設
や家庭での季節ごとの子どもの遊びの動
画を見ることができるよ！

あなたが子どもたちに伝えていきた
い行事や遊びを，その理由とともに
あげてみよう。子どもの文化の意義

保育所の盆踊り
大会は楽しかっ
たなあ。

秋に畑でおいも
を掘って，焼きい
もをつくったよ。

保育所でもちつきをする子どもたちと保育者

子どもの幸福度
　先進国（36か国）の子どもの幸福度
などを調べた調査によると，以下のよう
な結果となった。

「子どもの幸福度」総合順位：14位
（この総合順位は，以下の3つの分野を総合した順位）

 精神的幸福度：32位
（生活満足度が高い子どもの割合，自殺率）
 身体的健康：1位
（子どもの死亡率，過体重・肥満の子どもの割合）
 スキル：12位
（読解力・数学分野の学力，社会的スキル）

（ユニセフ.イノチェンティ研究所
「レポートカード.19」2025年より）

　精神的幸福度が36か国中32位という
結果を受け，子どもが成長する生活・文
化の場のより一層の充実が求められる。

R8改訂_hoikukiso_p002-144_04.indb   111 2025/10/15   9:35

111

5

10

15

20

2  子どもの文化の現状
　子どもを取り巻くさまざまな社会環境の変化は，子どもの生活
や文化にも影響を与えている。たとえば，少子化やきょうだい数
の減少は，子どもが集団で過ごす機会を少なくしている。少子化
に加えて，子どもをターゲットにした犯罪が目立ち，子どもだけ
で過ごすことに大人が不安を抱いたり，子どもの安全に配

はい
慮
りょ
する

ために子どもの行動範
はん
囲
い
を管理する傾向が強くなっている。また，

子どもを含
ふく
めた生活全般が，消費を中心とした生活様式に変化す

ることによって，「モノ」はつくるより，買い与えられ，消費さ
れるようになった。
　インターネットを介した高度情報化社会のなかで，子どもたち
は極めて幼い頃から，日々大量の情報にさらされている。このこ
とは，家族や友達といった限られた人とのかかわりを広げる可能
性をもつ反面，ネット上で不特定多数の人とつながるため，利用
のしかたによっては犯罪に巻き込まれるなどの危険もともなう。
子どもが自分で考え，情報を読み取る力（メディアリテラシー）
を身につけていけるように，保育者や保護者が支援していくこと
が必要である。
　情報化社会は，子どもにとって直接的でリアルな体験をする機
会を減少させ，間接的でバーチャルなかかわりを増やす結果となっ
た。さらに，核家族化や都市化が進むなかで，子どもの居場所で
あった地域や，地域の一員として参加する行事などは衰退し，地
域のなかでの子どもの役割や居場所が少なくなっている。

動画

❶子どもの文化の意義

章

子
ど
も
の
文
化

右のQRコードを読み込むと，保育施設
や家庭での季節ごとの子どもの遊びの動
画を見ることができるよ！

あなたが子どもたちに伝えていきた
い行事や遊びを，その理由とともに
あげてみよう。子どもの文化の意義

保育所の盆踊り
大会は楽しかっ
たなあ。

秋に畑でおいも
を掘って，焼きい
もをつくったよ。

保育所でもちつきをする子どもたちと保育者

子どもの幸福度
　先進国（38か国）の子どもの幸福度
などを調べた調査によると，以下のよう
な結果となった。

「子どもの幸福度」総合順位：20位
（この総合順位は，以下の3つの分野を総合した順位）

 精神的幸福度：37位
（生活満足度が高い子どもの割合，自殺率）
 身体的健康：1位
（子どもの死亡率，過体重・肥満の子どもの割合）
 スキル：27位
（読解力・数学分野の学力，社会的スキル）

（ユニセフ.イノチェンティ研究所
「レポートカード.16」2020年より）

　精神的幸福度が38か国中37位という
結果は，子どもが成長する生活・文化の
場が衰退していることを意味している。

hoikukiso_p002-144_03.indb   111 2024/11/13   13:26

112

5

10

15

20

保育あ る あ る

1  児童文化施設
　子どもの豊かな生活・文化を支えるために，子どもに児童文化
財や児童文化活動を提供する場を児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
施
し
設
せつ
と
❶
いい，公営の施

設と，NPOや民間企業による施設がある 資料1 。
●児童文化センター　子どもの文化や芸術，科学への関心を高め，
子どもの心身の健全な育成を図るための活動拠点である。1960
年に現在の北九州市に日本初の児童文化センターが開館した。
●児童館　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設 ➡p.106

で，地域において子どもに健全な遊びを与え，健康増進と情操を
豊かにすることを目的とする。児童館には，小地域を対象とする
小型児童館と都道府県や広域を対象とする大型児童館がある。大
型児童館には総合的な活動ができるように，劇

げき
場
じょう
やギャラリー，

屋内プール，パソコン室，宿泊研修室，児童遊園などを併設した
施設や，遊びを通じて体力増進を図る施設など多様なものがある。
●児童遊園　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設で，
子どもに安全かつ健全な遊び場所を提供する屋外型の施設である。
●児童公園　都市公園法により設置された，子どもに遊びやスポー
ツの場を提供する公園施設である。少子高齢化により，高齢者を
含
ふく
む利用を推進する街

がい
区
く
公
こう
園
えん
となり，砂場，すべり台などの設置

義務が廃止された ➡p.121 。
●児童図書館・児童図書室　子どもに対する図書館サービスおよ
び児童書に関する資料収集・提供などを行う施設である。お話し
会，ブックトーク，児童書の展示などを行っている。

❶児童文化施設：児童文化センター，児童館，児童遊
園，児童公園，児童図書館，美術館，絵本をテーマに
した美術館，おもちゃをテーマにした美術館，科学
館，天文台，動物園，水族館，植物園，博物館，郷土
館，人形劇場など，さまざまな施設がある。

5章　子どもの文化

課題の
確認

スーパーで子どもの声が聞こえると，隠れて自分の園の子か確認をする。（25歳・保育士）

子どもの文化を支える場
●子どもの文化を支える施設にはどのようなところがあるのだろうか。
●児童文化施設やその他の施設の種類や，その目的について考えてみよう。

児童館の役割の変化
― 子育て支援か学童の遊び場か ―
　児童館には集会室，遊戯室，図書室，
相談室，育成室，創作活動室などがあり，
専門の指導員を置き，地域の実情に合う
形で子どもに「体験の場」「交流の場」「遊
びの場」を提供している。児童館は，
2023年10月１日現在，公営2,255施
設，民営2,004施設，計4,259施設ある。
　現在，少子化に歯止めをかけるための
子育て支援対策として，多くの児童館で
は子育て支援の活動も併せて展開してい
る。子どもの年齢によって，遊具などの
種類や活用方法が異なるため，併用には
困難さも生じている。

（参考資料：厚生労働省「児童館
ガイドライン」2018年改正）
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1  児童文化施設
　子どもの豊かな生活・文化を支えるために，子どもに児童文化
財や児童文化活動を提供する場を児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
施
し
設
せつ
と
❶
いい，公営の施

設と，NPOや民間企業による施設がある 資料1 。
●児童文化センター　子どもの文化や芸術，科学への関心を高め，
子どもの心身の健全な育成を図るための活動拠点である。1960
年に現在の北九州市に日本初の児童文化センターが開館した。
●児童館　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設 ➡p.106

で，地域において子どもに健全な遊びを与え，健康増進と情操を
豊かにすることを目的とする。児童館には，小地域を対象とする
小型児童館と都道府県や広域を対象とする大型児童館がある。大
型児童館には総合的な活動ができるように，劇

げき
場
じょう
やギャラリー，

屋内プール，パソコン室，宿泊研修室，児童遊園などを併設した
施設や，遊びを通じて体力増進を図る施設など多様なものがある。
●児童遊園　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設で，
子どもに安全かつ健全な遊び場所を提供する屋外型の施設である。
●児童公園　都市公園法により設置された，子どもに遊びやスポー
ツの場を提供する公園施設である。少子高齢化により，高齢者を
含
ふく
む利用を推進する街

がい
区
く
公
こう
園
えん
となり，砂場，すべり台などの設置

義務が廃止された ➡p.121 。
●児童図書館・児童図書室　子どもに対する図書館サービスおよ
び児童書に関する資料収集・提供などを行う施設である。お話し
会，ブックトーク，児童書の展示などを行っている。

❶児童文化施設：児童文化センター，児童館，児童遊
園，児童公園，児童図書館，美術館，絵本をテーマに
した美術館，おもちゃをテーマにした美術館，科学
館，天文台，動物園，水族館，植物園，博物館，郷土
館，人形劇場など，さまざまな施設がある。

5章　子どもの文化

課題の
確認

スーパーで子どもの声が聞こえると，隠れて自分の園の子か確認をする。（25歳・保育士）

子どもの文化を支える場
●子どもの文化を支える施設にはどのようなところがあるのだろうか。
●児童文化施設やその他の施設の種類や，その目的について考えてみよう。

児童館の役割の変化
― 子育て支援か学童の遊び場か ―
　児童館には集会室，遊戯室，図書室，
相談室，育成室，創作活動室などがあり，
専門の指導員を置き，地域の実情に合う
形で子どもに「体験の場」「交流の場」「遊
びの場」を提供している。児童館は，
2022年10月１日現在，公営2,323施
設，民営1,978施設，計4,301施設ある。
　現在，少子化に歯止めをかけるための
子育て支援対策として，多くの児童館で
は子育て支援の活動も併せて展開してい
る。子どもの年齢によって，遊具などの
種類や活用方法が異なるため，併用には
困難さも生じている。

（参考資料：厚生労働省「児童館
ガイドライン」2018年改正）
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